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自己紹介

• 国税
• 33年（1987~2020）
• そのうち財務省に 20年（1995~2015）、税制の企画立案、法令改正

国際課税 10年、所得税 10年
• そのほか、国税庁税務大学校で仮想通貨税務の研究、東京国税局で国際課税

（移転価格税制）の調査やOECD対応（CbC Reporting、ICAP）など

• 暗号資産
• 2年（2020~2022）
• 日本暗号資産取引業協会（JVCEA）事務局

• 事務局長（~2022年5月）、参与（6月~）

• ？

1

この資料の記載及び本日の発表において、
意見にわたる部分は発表者の私見であり、
所属する、又は所属していた組織の
公式な見解を示すものではありません。

https://www.mof.go.jp/
https://www.mof.go.jp/tax_policy/
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/index.htm
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/international-compliance-assurance-programme.htm
https://jvcea.or.jp/


今回の講義の内容は・・・

• 暗号資産と税制・税務に関する項目の概要を説明します。

• 関連する項目を広めにピックアップしました。

• 概要の説明を中心に行い、深い説明はしません。

• 気になる項目、深く知りたい項目は、リンク先を確認してください。

• さらに知りたい場合は、個別に連絡ください。
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暗号資産に関する税制 目次

• 検討の対象等

• 暗号資産（仮想通貨）とは

• 暗号資産の税務の取扱い

• 暗号資産の税制改正要望

• 会計上の論点

• その他
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検討の対象、検討の要否
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暗号資産のみならず、様々な決済手段、様々なデジタル資産が出現。

税務の取扱いの検討が必要なもの、必要でないものが混在。

電子マネー スマホ決済 企業ポイント 暗号資産

Suicaとか PayPayとか Tポイントとか ビットコインとか

決済手段の例

暗号資産 ステーブルコイン NFT デジタル証券

ビットコインとか USDテザーとか BAYCとか 不動産STとか

デジタル資産の例



検討の対象の変化（進化）
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暗号資産を取り巻く状況は刻々と変化し、様々な概念やプロジェクト、プロダクトが発生。

多くは税務の取扱いが明らかでない。都度、税の原則に立ち戻って考える必要。
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デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会 第１回事務局説明資料（2021年7月26日）

https://www.fsa.go.jp/singi/digital/siryou/20210726/jimukyoku.pdf
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デジタル・分散型金融へのあり方等に関する研究会 第１回事務局説明資料（2021年7月26日）

https://www.fsa.go.jp/singi/digital/siryou/20210726/jimukyoku.pdf


暗号資産（仮想通貨）とは
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暗号資産（仮想通貨）とは
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⚫ 「暗号資産（仮想通貨）」とは、インターネット上でやりとりできる
財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質を
もつものと定義されています。

1. 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨
（日本円や米国ドル等）と相互に交換できる

2. 電子的に記録され、移転できる
3. 法定通貨または法定通貨建ての資産（プリペイドカード等）では

ない

⚫ 代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがあります。

日本銀行「教えて！にちぎん」

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c27.htm/


暗号資産の法律上の定義

資金決済法第2条

５ この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二条第
三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行
うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。）であって、電子情報処理
組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であっ
て、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

６ この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦
通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの（以下この項にお
いて「債務の履行等」という。）が行われることとされている資産をいう。この場合において、
通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
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「暗号資産（仮想通貨）」が法定された経緯
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暗号資産（仮想通貨）に関連する
制度整備について【金融庁】p.1

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/20210407_seidogaiyou.pdf


「暗号資産（仮想通貨）」の規制の強化
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暗号資産（仮想通貨）に関連する
制度整備について【金融庁】p.2

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/20210407_seidogaiyou.pdf


暗号資産（仮想通貨）の呼称
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Asset
（資産）

Currency
（通貨）

Crypto
（暗号）

Crypto Asset
暗号資産

Crypto Currency
暗号通貨

Virtual
（仮想）

Virtual Asset
仮想資産

Virtual Currency
仮想通貨

2016年の資金決済法改正で、「仮想通貨」と法定（2017年施行）

2019年の資金決済法改正で、「暗号資産」に変更（2020年施行）



暗号資産の取得
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「仮想通貨／ビットコインの買い方・購入方法！売り方も含めて初心者におすすめの取引所を徹底解説【買うならどこ？いくらからどこで買うべき？】 | 
coindesk JAPAN | コインデスク・ジャパン

暗号資産を取得する簡単な方法 ⇒ 暗号資産交換業者に口座を開いて暗号資産を購入。

最低取引単位は株式のように大きくないので、少額でも購入できる。

1. 暗号資産（仮想通貨）取引所／
販売所への登録

2. 本人確認書類の画像の提出

3. スマホでSMS認証を実施

4. 二段階認証の設定

5. 暗号資産（仮想通貨）取引所／
販売所への入金

6. 暗号資産（仮想通貨）の選定・
購入

https://www.coindeskjapan.com/how-to-buy/


暗号資産の税務（現行）
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暗号資産に関する税務の説明（国税庁）

• 情報（FAQ）
• 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和3年12月）

• タックスアンサー
• No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
• No.1525 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合
• No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

• その他
• スマホで確定申告（暗号資産編）
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暗号資産に係る税務の取扱いについて、国税庁から以下の情報が公表されている。

情報（FAQ）は平成29年（2017年）に初出、その後毎年更新されている。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/04.pdf


暗号資産に関する税務上の取扱いについて（FAQ）
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所得税・法人税を中心に各税目にわたって詳細なQ＆Aが掲載されている。

これを要約すると・・・



暗号資産に関する税務上の取扱いについて（FAQ）要約

18

暗号資産の
売買

代価の決済
暗号資産同士の

交換
証拠金取引
信用取引

暗号資産の
分裂（分岐）

マイニング
レンディング
ステーキング

その他

●課税を考えるタイミング

●考えること

●他の税目、税務手続き

など

収入計上時期 所得区分 必要経費 譲渡原価

期末の評価 低額譲渡 ？？？ その他

消費税 相続税 源泉徴収 国外財産調書



NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

19No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係｜国税庁

1 いわゆるNFT（非代替性トークン）やFT（代替性トークン）が、暗号資産などの財産的価値を有する資
産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。

※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となり
ません。

2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。

（1）役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分され

ます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

（2）NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合（その所得が譲渡したNFTやFTの

値上がり益（キャピタル・ゲイン）と認められる場合）は、譲渡所得に区分されます。
（注）NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得ま

たは事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得（規模等によっては

事業所得）に区分されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm


暗号資産の損益計算サービス
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仮想通貨収支計算ツール「クリプトリンク」

Cryptact 投資支援プラットフォーム

仮想通貨の損益計算ソフト Gtax

https://cryptolinc.com/
https://www.cryptact.com/
https://crypto-city.net/


暗号資産の税制改正要望

21



2023年度税制改正要望 骨子
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「「2023年度 税制改正
要望書」概要」
日本暗号資産取引業協会HP

https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/20220803-005.pdf


税制改正要望の背景
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「「2023年度 税制改正要望書」概要」
日本暗号資産取引業協会HP

https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/20220803-005.pdf


暗号資産の各国税制比較
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2023年度 税制改正要望書
各国税制比較表
日本暗号資産取引業協会HP

https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/20220803-003.pdf


暗号資産の各国税制比較
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「「2023年度 税制改正要望書」概要」
日本暗号資産取引業協会HP

https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/08/20220803-005.pdf


自民党の提言
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⚫ 自社発行トークンに対する期末時価
評価課税の見直し

⚫ 個人が暗号資産の譲渡等をした場合
の税制の検討

⚫ 国境を跨ぐNFT取引の所得税及び消
費税の取扱いの明確化

自民党デジタル社会推進本部による提言「デジタル・ニッポン2022」が、年初からの活発
な議論を経て4月26日に公表された。

別添の「NFTホワイトペーパー」に、暗号資産に係る税の改正を求める提言が多数あり。

https://www.jimin.jp/news/policy/203427.html


NFTホワイトペーパー（税制改正項目）

6. ブロックチェーンエコシステムの健全な育成に必要な施策
(1) ブロックチェーンエコノミーに適した税制改正

27

項目 内容

問題の
所在

日本でブロックチェーン関連事業を起業するにあたって大きな障害となっている要因の一つ
が、暗号資産の期末時価評価による法人税課税である。企業がトークンを発行し、一定数は
譲渡せずに自社で保有する場合、当該トークンが「活発な市場が存在する暗号資産」に該当
すると、自社保有分に関しては現金収人が生じていない中で、法人税法上期未時価評価の対
象となる結果、含み益に対して法人税が課されることとなる。このよう:な自社発行の保有
トークンに対する時価評価課税は企業にとって極めて重い負担であり、その結果、多くのブ
ロックチェーン関連のスタートアップ企業が日本で起業せず海外に流出する要因となってい
る。

提言

発行した法人が自ら保有するトークン（いわゆる「ガバナンストークン」を含む。）につい
て、制度上の位置付け・会計実務上の取扱いの明確化等を行った上で、「活発な市場が存在
する暗号資産」に該当する場合であっても期末時価評価の対象から除外し、第三者に譲渡し
て実際に収益が発生した時点で課税するよう税制改正や税制上の取り扱いの見直し等を行う
べきである。



NFTホワイトペーパー（税制改正項目）

6. ブロックチェーンエコシステムの健全な育成に必要な施策
(5) 利用者に対する所得課税の見直し
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項目 内容

問題の
所在

現行の税制においては、暗号資産が資金決済法上「代価の弁済のために不特定の者に対して
使用することができる財産的価値」と位置付けられていること等を踏まえ、暗号資産の売却
又は使用により生じた利益は、一般的に譲渡所得には該当せず、雑所得に該当するものと解
されており、以下のような課税関係となっている。
①暗号資産取引により生じた損益に対する所得税の課税
個人が行う暗号資産取引により生じた損益は、所得税法上、原則として雑所得に区分される
ため、最高55％の税率で所得税及び住民税が課されることになる。
②暗号資産を他の暗号資産と交換した場合の課税
保有する暗号資産を円やドル等の法定通貨と交換した場合だけではなく、他の暗号資産と交
換した場合にも、暗号資産を譲渡したものとして、暗号資産の譲渡に係る損益に対して所得
税が課されることになる。

提言
個人が行う暗号資産の取引により生じた損益について20％の税率による申告分離課税の対象
とすること等を含めた暗号資産の課税のあり方については、暗号資産の位置付けや課税の公
平性を踏まえつつ、検討を行う必要がある。



NFTホワイトペーパー（税制改正項目）

6. ブロックチェーンエコシステムの健全な育成に必要な施策
(6) 国境を跨ぐ取引における所得税及び消費税の課税関係の整理
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項目 内容

問題の
所在

国境を跨ぐNFT取引が行われた場合における課税関係について、以下の点等において必ずし
も明確ではない部分があるため、国境を跨ぐNFT取引促進の阻害要因となっている。
①所得税及び法人税の課税関係
海外の事業者が日本の居住者や内国法人との間でNFT取引を行った場合、日本において源泉
徴収及び申告課税の対象になるか。
②消費税の課税関係
海外の事業者が日本の居住者や内国法人との間でNFT取引を行った場合、国内取引として消
費税の課税取引に該当するか。

提言

国境を跨ぐNFT取引が行われた場合における所得税及び消費税の課税関係を明確化すべきで
ある。その上で、国内外の事業者の課税の公平性を担保するためにも、所得税及び消費税の
課税対象となる場合には適切な執行がされるべきであり、そのために必要な体制の整備等の
適切な措置を講ずべきである。
また、国境を跨ぐNFT取引に対する課税において適切な執行を行うためには海外の当局と適
切に連携していく必要があり、そのための国際的な協力の枠組みを構築、運用すべきである。



税制改正の主なプロセス
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税制改正のプロセス
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「身近な税 Q&A」 財務省HP

政府税制調査会が中長期的視点か
ら税制のあり方を検討する一方、

毎年度の具体的な税制改正事項は
与党税制調査会が税制改正要望等
を審議し、

その後取りまとめられる与党税制
改正大綱を踏まえて、「税制改正
の大綱」が閣議に提出されます。

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda016.html


税制改正の大まかな流れ
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•与党税制改正大綱
決定

12月中旬

•関係省庁、関係団
体との調整

•与党税調で具体的
な税制改正内容の
取りまとめ

12月

•与党部会から税調
に重点要望事項を
提出

•与党税調で個々の
要望事項を確認

11月

•要望省庁と財務省
で要望内容の議論

9月～11月

•業界団体が要望を
各省庁・与党部会
に提出

•各省庁から財務省
に要望を提出

～8月

•税制改正法案が
国会で可決・成立

•法律・政令・省令
の改正が公布

3月末

•税制改正法案の
国会審議

•政令改正、省令
改正の審査

2月～3月

•税制改正法案の
国会提出

2月上旬

•税制改正法案の
内閣法制局の審査

•税制改正法案の
与党審査

12月末～1月

•政府税制改正大綱
閣議決定

12月下旬



税制調査会

（政府の）税制調査会

•内閣総理大臣の諮問機関
•設置根拠：内閣府本府組織令、
税制調査会令
•委員は学識者や有識者など
（委員名簿）

（与党の）税制調査会

• 党の政策決定機関の一部
• （自民党は）党則48条が根拠
• 調査会（税制調査会を含む）の
名簿

33

https://www.cao.go.jp/zei-cho/
https://www.cao.go.jp/zei-cho/konkyo/doc/kitei.pdf
https://www.cao.go.jp/zei-cho/konkyo/doc/meibo.pdf
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/aboutus/organization.pdf#page=1
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/member/officer.pdf


（政府）税制調査会への諮問

令和3年11月12日
税制調査会会長 殿

内閣総理大臣 岸 田 文 雄

諮 問

貴会に下記の事項を諮問します。

記

人口減少・少子高齢化、働き方やライフコースの多様化、グローバル化
の進展、経済のデジタル化等の経済社会の構造変化を踏まえ、成長と分配
の好循環を実現するとともに、コロナ後の新しい社会を開拓していくこと
をコンセプトとして、新しい資本主義を目指していく。こうした観点から、
持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させるため、
公平かつ働き方等に中立的で、新たな時代の動きに適切に対応した、ある
べき税制の具体化に向け、包括的な審議を求める。
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（自民党）税制調査会の位置付け

35「自民党機構図」自民党HP

https://www.jimin.jp/aboutus/organization/


（自民党）税制調査会委員名簿

36「調査会・特別委員会・匿名委員会」自民党HP

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/member/officer.pdf


会計上の論点
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暗号資産に係る会計処理の基準
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「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の目的、範囲

目的

平成28年に「資金決済に関する法律」が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交

換業者に対して登録制が導入された。

本実務対応報告は、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いとして、必要最小限

の項目について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的とする。

範囲

本実務対応報告は、資金決済法に規定する仮想通貨を対象とする。

ただし、自己（自己の関係会社を含む。）の発行した資金決済法に規定する仮想通貨は除く。

暗号資産の会計の取扱いとして、2018年に実務対応報告が公表されている。

ただし、自己の発行した暗号資産（仮想通貨）は対象範囲から除かれている。

実務対応報告第38号 資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い 企業会計基準委員会

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180314_02-1.pdf


収益認識基準における暗号資産の取扱い
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「収益認識に関する会計基準」の範囲

範囲

⚫ 本会計基準は、次の(1)から(7)を除き、顧客との取引から生じる収益に関する会計処理
及び開示に適用される。
(1)~(6) 省略
(7) 資金決済に関する法律における定義を満たす暗号資産及び金融商品取引法における

定義を満たす電子記録移転権利に関連する権利

⚫顧客との契約の一部が前項(1)から(7)に該当する場合には、前項(1)から(7)に適用され

る方法で処理する額を除いた取引価格について、本会計基準を適用する。

収益に関する会計処理及び開示についての基準が定められている。

ただし、暗号資産（仮想通貨）は対象範囲から除かれている。

企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準 企業会計基準委員会



暗号資産に該当するICOトークンの論点整理
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金融商品取引法上の電子記録移転権利又は資金決済法上の暗号資産に該当する ICO トーク

ンの発行・保有等に係る会計上の取扱いに関する論点が公表された（2022年3月）。

公表された論点につき意見募集がなされ、複数の団体から意見が提出されている。

「資金決済法上の暗号資産又は
金融商品取引法上の電子記録移
転権利に該当するICOトークン
の発行及び保有に係る会計処理
に関する論点の整理」の公表

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2022/2022-0315.html


その他
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暗号資産などの国際的情報交換の枠組み
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非居住者による暗号資産等の取引情報を国家間で交換する枠組みがOECDで議論されている。

非居住者の金融口座情報の交換（CRS）と概ね同様の枠組み。

ただし、対象範囲は資金決済法の「暗号資産」に限られない。

Scope of Crypto-Assets to be covered

10. The proposed definition of Crypto-Assets under the CARF focuses on the use of cryptographically 
secured distributed ledger technology, as this is a distinguishing factor underpinning the creation, 
holding and transferability of Crypto-Assets. The definition also includes a reference to “similar 
technology” to ensure it can include new asset classes that emerge in the future and that operate in a 
functionally similar manner to Crypto-Assets. The definition of Crypto-Assets thereby targets those 
assets that can be held and transferred in a decentralised manner, without the intervention of 
traditional financial intermediaries, including stablecoins, derivatives issued in the form of a Crypto-
Asset and certain non-fungible tokens (NFTs).

11. The definition of Crypto-Assets is meant to ensure that all assets covered under the new tax 
reporting framework also fall within the scope of the FATF Recommendations, ensuring intermediaries’ 
due diligence requirements can build on existing AML/KYC obligations.

Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Public Consultation Document) (oecd.org)

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/public-consultation-document-crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf


メタバースと税

• メタバースでは、コンテンツ取引を始めとする様々な経済活動が現実に行われ、今後、その規模と額は飛躍的
に増えることが見込まれています。そして、メタバース内の経済活動も背景には実在する個人・法人が存在し、
現実世界と連結するものである以上、こうした経済活動に伴う税務の問題も極めて重要になってきます。

• メタバースにおいて想定される税務上の問題点として、メタバースには物理的所在、物理的国境がなく、現行
の国際課税におけるソース・ルール（国内源泉所得該当性の決定ルール）が当てはまらないという問題が存在
します。

• また、メタバースにおいては、従前の電子商取引とは異なり、すべての経済活動が仮想空間内で完結すること
も想定され、課税にあたって、このような仮想空間内の経済活動をどのように現実世界に連結させるかという
新たな議論が生じることも想定されます。

• メタバースにおける税務上の検討事項は、すべての税目にまたがり、メタバースでの生産活動への所得課税
（所得税、法人税、源泉所得税）、消費活動への課税（消費税）、さらにはメタバース内で「生活」する人口
が増えるにしたがって、メタバース内の資産に対する相続税、贈与税も問題となることが予想されます。さら
に、メタバースにおいては、匿名性が高いことから、現行のルールをそのまま適用すると、法定の手続の履行
に関し、支障が出る可能性もあります。
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メタバースは、おおまかには「インターネット上に構築され、多くのユーザーが、同時に
参加し、相互にコミュニケーションができる仮想の三次元空間」と理解される。

メタバース内で行われる経済活動に対して以下に課税関係を構築するかが課題。

河合健弁護士ほか「【連載】メタバースと法 第1回 メタバースの全体像と今後求められる法整備」 BUSINESS LAWYERSより

https://www.businesslawyers.jp/articles/1185


終わりに
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検討の対象の変化（進化）【再掲】
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メタバース

NFT

暗号資産

WEB 3

ステーブル
コイン

セキュリティ
トークン

ICO
トークン

DAO

抽象・概念 具体・個別

X to 
earn

DeFi

SBT

GameFi

WEB 5 SSI

暗号資産を取り巻く状況は刻々と変化し、様々な概念やプロジェクト、プロダクトが発生。

多くは税務の取扱いが明らかでない。都度、税の原則に立ち戻って考える必要。



今回の講義の内容は・・・

• 暗号資産と税制・税務に関する項目の概要を説明しました。

• 関連する項目を広めにピックアップしました。

• 概要の説明を中心に行い、深い説明はしませんでした。

• 気になる項目、深く知りたい項目は、リンク先を確認してください。

• さらに知りたい場合は、個別に連絡ください。
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連絡先：yasukochi@jvcea.or.jp


